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(57)【要約】
【課題】他のユーザが検索に用いたキーワードであって
、自己にとって有益である可能性が高いキーワードを、
ユーザが検索を実行したか否かによらず知ることができ
るようにする。
【解決手段】キーワード選定装置は、複数のグループか
らいずれか一のグループを特定し（Ｓ１）、特定したグ
ループに属する一のユーザを特定する（Ｓ２）。ステッ
プＳ２において特定されたユーザのことを、以下におい
ては「特定ユーザ」という。キーワード選定装置は、ス
テップＳ１において特定されたグループに属するユーザ
であって特定ユーザでない他のユーザが検索に用いたキ
ーワードを抽出し（Ｓ４）、これを記録する（Ｓ５）。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが属するグループをユーザ毎に記録したユーザ情報と、ユーザがコンテンツの検
索に用いたキーワードをユーザ毎に記録した履歴情報とを記憶する記憶部と、
　前記記憶部に記憶されたユーザ情報に基づいて、特定ユーザと当該特定ユーザが属する
前記グループとを特定する特定部と、
　前記記憶部に記憶された履歴情報に基づいて、前記特定部により特定されたグループに
属するユーザであって前記特定ユーザ以外の他のユーザがコンテンツの検索に用いたキー
ワードを抽出する抽出部と、
　前記抽出部により抽出されたキーワードを前記特定ユーザに通知するために出力する出
力部と
　を備えることを特徴とするキーワード選定装置。
【請求項２】
　各ユーザの属性情報であって、当該ユーザの前記履歴情報を含む属性情報に基づいて、
複数のユーザを複数の前記グループの少なくともいずれかに分類して前記記憶部に前記ユ
ーザ情報を記録する分類部を備え、
　前記特定部は、前記分類部により分類された前記複数のユーザから前記特定ユーザを特
定する
　ことを特徴とする請求項１に記載のキーワード選定装置。
【請求項３】
　前記出力部により出力されたキーワードを前記特定ユーザが検索を実行するタイミング
に合わせて通知する通知部を備える
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載のキーワード選定装置。
【請求項４】
　前記特定部は、コンテンツの検索を実行するユーザであって、当該検索に第１キーワー
ドを指定したユーザを前記特定ユーザとして特定し、
　前記抽出部は、前記他のユーザが検索において前記第１キーワードと組み合わせて用い
た第２キーワードを抽出する
　ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載のキーワード選定装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載のキーワード選定装置と、
　前記出力部により出力されたキーワードをユーザに提示するユーザ端末と
　を備えることを特徴とするキーワード提示システム。
【請求項６】
　ユーザが属するグループをユーザ毎に記録したユーザ情報に基づいて、特定ユーザと当
該特定ユーザが属する前記グループとを特定する第１ステップと、
　ユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードをユーザ毎に記録した履歴情報に基づい
て、前記第１ステップにおいて特定されたグループに属するユーザであって前記特定ユー
ザ以外の他のユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードを抽出する第２ステップと、
　前記第２ステップにおいて抽出されたキーワードを前記特定ユーザに通知する第３ステ
ップと
　を有することを特徴とするキーワード提示方法。
【請求項７】
　コンピュータに、
　ユーザが属するグループをユーザ毎に記録したユーザ情報に基づいて、特定ユーザと当
該特定ユーザが属する前記グループとを特定する第１ステップと、
　ユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードをユーザ毎に記録した履歴情報に基づい
て、前記第１ステップにおいて特定されたグループに属するユーザであって前記特定ユー
ザ以外の他のユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードを抽出する第２ステップと、
　前記第２ステップにおいて抽出されたキーワードを前記特定ユーザに通知するために出
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力する第３ステップと
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザに応じたキーワードを提示するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　いわゆる急上昇ワード（検索での使用回数が特定の期間に急激に増えたキーワード）の
ような、他人が検索に用いたキーワードを提示する技術やサービスが存在する。また、ユ
ーザにキーワードを提示する技術として、例えば特許文献１には、第１のユーザが検索結
果に満足すると、その検索結果を得るのに用いた検索キーワードを登録し、その後、第２
のユーザが第１のユーザと同じ検索結果を得た場合に、第１のユーザがその検索結果を得
るのに用いた検索キーワードを第２のユーザに提示するための検索システムが記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２４４９２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の技術においては、第２のユーザは、第１のユーザと同じ検索結果を
得なければ、第１のユーザの検索キーワードを知ることができない。また、いわゆる急上
昇ワードは、一時的に注目された言葉にすぎないことが多く、そのときの流行を知りたい
というような限定的な目的である場合を除き、個々のユーザにとって真に有益なキーワー
ドである可能性がそれほど高くない。
【０００５】
　そこで、本発明は、他のユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードであって、自己
にとって有益である可能性が高いキーワードを、ユーザが検索を実行したか否かによらず
知ることができるようにすることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係るキーワード選定装置は、ユーザが属するグループをユーザ毎に記
録したユーザ情報と、ユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードをユーザ毎に記録し
た履歴情報とを記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶されたユーザ情報に基づいて、特定
ユーザと当該特定ユーザが属する前記グループとを特定する特定部と、前記記憶部に記憶
された履歴情報に基づいて、前記特定部により特定されたグループに属するユーザであっ
て前記特定ユーザ以外の他のユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードを抽出する抽
出部と、前記抽出部により抽出されたキーワードを前記特定ユーザに通知するために出力
する出力部とを備える構成を有する。
　ここにおいて、複数のグループは、例えば、複数のユーザを各自の属性情報に基づいて
分類して得られる。
【０００７】
　好ましい態様において、前記キーワード選定装置は、各ユーザの属性情報であって、当
該ユーザの前記履歴情報を含む属性情報に基づいて、複数のユーザを複数の前記グループ
の少なくともいずれかに分類して前記記憶部に前記ユーザ情報を記録する分類部を備え、
前記特定部は、前記分類部により分類された前記複数のユーザから前記特定ユーザを特定
する。
　別の好ましい態様において、前記キーワード選定装置は、前記出力部により出力された
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キーワードを前記特定ユーザが検索を実行するタイミングに合わせて通知する通知部を備
える。
　さらに別の好ましい態様において、前記特定部は、コンテンツの検索を実行するユーザ
であって、当該検索に第１キーワードを指定したユーザを前記特定ユーザとして特定し、
前記抽出部は、前記他のユーザがコンテンツの検索において前記第１キーワードと組み合
わせて用いた第２キーワードを抽出する。
【０００８】
　本発明の他の態様に係るキーワード提示システムは、前記キーワード選定装置と、前記
出力部により出力されたキーワードをユーザに提示するユーザ端末とを備える構成を有す
る。
　本発明の他の態様に係るキーワード提示方法は、ユーザが属するグループをユーザ毎に
記録したユーザ情報に基づいて、特定ユーザと当該特定ユーザが属する前記グループとを
特定する第１ステップと、ユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードをユーザ毎に記
録した履歴情報に基づいて、前記第１ステップにおいて特定されたグループに属するユー
ザであって前記特定ユーザ以外の他のユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードを抽
出する第２ステップと、前記第２ステップにおいて抽出されたキーワードを前記特定ユー
ザに通知する第３ステップとを有する。
　本発明の他の態様に係るプログラムは、コンピュータに、ユーザが属するグループをユ
ーザ毎に記録したユーザ情報に基づいて、特定ユーザと当該特定ユーザが属する前記グル
ープとを特定する第１ステップと、ユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードをユー
ザ毎に記録した履歴情報に基づいて、前記第１ステップにおいて特定されたグループに属
するユーザであって前記特定ユーザ以外の他のユーザがコンテンツの検索に用いたキーワ
ードを抽出する第２ステップと、前記第２ステップにおいて抽出されたキーワードを前記
特定ユーザに通知するために出力する第３ステップとを実行させるためのものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、他のユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードであって、自己に
とって有益である可能性が高いキーワードを、ユーザが検索を実行したか否かによらず知
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】情報処理システムの全体構成を示すブロック図
【図２】ユーザ端末のハードウェア構成を示すブロック図
【図３】キーワード通知装置のハードウェア構成を示すブロック図
【図４】キーワード通知装置の機能的構成を示す機能ブロック図
【図５】メイン画面の一例を示す図
【図６】キーワード選定機能の一例を示すフローチャート
【図７】キーワード通知装置の機能的構成を示す機能ブロック図
【図８】グループ及びキーワードの提示例を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
［第１実施形態］
　図１は、本発明の一実施形態である情報処理システムの全体構成を示すブロック図であ
る。図１に示す情報処理システム１０は、複数のサーバ装置１００と、複数のユーザ端末
２００と、キーワード通知装置３００とを備え、これらをネットワーク９００によって有
線又は無線で接続した構成を有する。
【００１２】
　サーバ装置１００は、それぞれ、複数のユーザ端末２００のユーザに対して所定のサー
ビスを提供するためのコンピュータ装置である。サーバ装置１００が提供するサービスは
、複数のユーザに対して提供されるものであり、例えば、ＳＮＳ（Social Network Servi
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ce）や、情報を検索したり共有したりするためのサービスである。なお、サーバ装置１０
０が提供するサービスは、ユーザ同士が直接的に関わり合うものであってもよいし、そう
でなくてもよい。また、同一のサービスを利用するユーザ同士は、知人であってもよいし
、見知らぬ間柄であってもよい。なお、ユーザは、サーバ装置１００が提供するサービス
を利用するに際し、自他を識別するためのユーザ登録や認証（ログイン）といった作業を
求められる。あるいは、ユーザの識別は、Cookieや、ユーザ端末の識別子、通信事業者（
通信キャリア）のネットワークサービスによる識別によって行われてもよい。
【００１３】
　以下においては、サーバ装置１００が提供するサービスによって関連付けられるユーザ
の集まりのことを「グループ」という。同一のグループに属するユーザは、例えば、同一
のサービスを利用しているユーザ同士である。また、ここでいうグループは、あるＳＮＳ
において趣味や興味の共通性に基づいて形成された集団（いわゆるオンラインコミュニテ
ィ）に相当するものであってもよい。同一のグループに属するユーザは、趣味や興味が共
通する仲間、学校の同級生（在校生又は卒業生）、同じ地域の住民、同業者など、さまざ
まである。
【００１４】
　ユーザ端末２００は、サーバ装置１００が提供するサービスを利用するユーザが用いる
通信端末である。ユーザ端末２００は、ここではスマートフォン等の無線通信端末である
とするが、有線で通信する端末であってもよい。ユーザ端末２００のユーザは、異なる複
数のグループに属することも可能である。本実施形態において、ユーザは、どのグループ
に属しているかがあらかじめ決められているものとする。なお、ユーザは、ユーザ端末２
００と異なる他の端末を用いてサービスを利用してもよい。ユーザ端末２００は、当該端
末を用いるユーザがどのグループに属しているかを特定可能であれば、サービスの実際の
利用のために用いられなくてもよい。
【００１５】
　キーワード通知装置３００は、ユーザの属性に基づいて当該ユーザに応じたキーワード
を選定し、これを通知するためのコンピュータ装置である。本実施形態において、ユーザ
の属性とは、ユーザがどのサービスを利用し、どのグループに属するかによって定まるユ
ーザの特徴である。キーワード通知装置３００は、例えば、コンテンツの検索を実行しよ
うとしているユーザに対して、当該ユーザに応じたキーワードを通知する。ここでいうコ
ンテンツは、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）等で記述されたデータ（いわゆる
Ｗｅｂページ）のほか、画像データ、音楽データなどを含み得る。キーワード通知装置３
００が通知するキーワードは、ユーザがかかるコンテンツを検索するときに用い得る文字
列である。
【００１６】
　本実施形態において、キーワード通知装置３００により通知されたキーワードの提示方
法は、２通りある。第１の提示方法は、ユーザが検索を実行する前に、後述するメイン画
面にあらかじめキーワードを表示するものである。また、第２の提示方法は、メイン画面
においてユーザが何らかのキーワード（第１キーワード）を入力した場合に、そのキーワ
ードと組み合わせて用いられるキーワード（第２キーワード）を表示するものである。以
下においては、説明の便宜上、第１の提示方法によりキーワードを提示することを「リコ
メンド」といい、第２の提示方法によりキーワードを提示することを「サジェスト」とい
うことによってこれらの提示方法が区別される。リコメンドは、ユーザに検索を実行させ
る動機付けを与えるためのキーワードの提示方法であるともいえる。また、サジェストは
、検索結果を絞り込みやすくするためのキーワードの提示方法であるともいえる。なお、
キーワード通知装置３００は、これらのいずれかの方法に応じたキーワードを通知しても
よいし、双方に応じたキーワードを通知してもよい。
【００１７】
　ネットワーク９００は、キーワード通知装置３００、ユーザ端末２００及びサーバ装置
１００を互いに通信可能に接続する通信手段である。ネットワーク９００は、インターネ
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ット、イントラネット、移動体通信網、無線ＬＡＮ（Local Area Network）などを１又は
複数含んで構成される。また、ネットワーク９００は、その一部がアドホックネットワー
クによって構成されてもよい。例えば、ユーザ端末２００は、移動体通信網に直接接続さ
れずに、他の端末を介して移動体通信網に接続されてもよい。
【００１８】
　図２は、ユーザ端末２００のハードウェア構成を示すブロック図である。ユーザ端末２
００は、図２に示すように、制御部２１０と、記憶部２２０と、通信部２３０と、表示部
２４０と、操作部２５０と、測位部２６０とを備える。なお、ユーザ端末２００は、図２
に示す構成のほかに、マイクロホンやスピーカ等の音声の入出力手段や、通信部２３０以
外の通信手段（例えば、他のユーザ端末２００と接続する手段や、赤外線通信等の近距離
無線による通信手段など）を備えてもよい。また、測位部２６０は、必須の構成要素では
ない。
【００１９】
　制御部２１０は、ユーザ端末２００の各部の動作を制御する手段である。制御部２１０
は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等の演算処理装置と、主記憶装置に相当する記
憶手段（メモリ）とを備え、プログラムを実行することによってさまざまな処理を実行す
る。
　記憶部２２０は、補助記憶装置に相当する記憶手段を備え、制御部２１０が処理を実行
するときに用いるデータを記憶する。記憶部２２０には、いわゆるメモリカードやＵＩＭ
（User Identity Module）カードのような着脱可能な記憶手段や、かかる記憶手段からデ
ータを読み出す手段も含まれ得る。記憶部２２０が記憶するデータは、例えば、制御部２
１０がアプリケーションを実行するためのプログラム（アプリケーションプログラム）、
ユーザ端末２００のユーザを識別するための情報、ユーザが利用しているサービスを識別
するための情報、いわゆるアドレス帳（電話帳）に相当するデータなどである。
　通信部２３０は、ネットワーク９００に接続するための手段である。通信部２３０は、
ネットワーク９００を介して、キーワード通知装置３００やサーバ装置１００とデータの
送受信を行う。
【００２０】
　表示部２４０は、ユーザに提示する情報を表示する手段である。表示部２４０は、例え
ば、液晶ディスプレイ等の表示パネルと、この表示パネルを駆動するための駆動回路等を
備え、制御部２１０から供給される表示データに応じた画面を表示する。
　操作部２５０は、ユーザの操作を受け付ける手段である。操作部２５０は、例えば、キ
ーやボタンを備える。なお、操作部２５０は、表示部２４０の表示パネル部分に重ねて設
けられたタッチスクリーンであってもよい。
【００２１】
　測位部２６０は、所定の測位方式によりユーザ端末２００の位置情報を取得する手段で
ある。測位部２６０の測位方式は、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning System）を用
いるものや、ユーザ端末２００が通信した基地局の位置情報を用いるものであり、複数の
測位方式を組み合わせて用いて精度を高めるものであってもよい。位置情報は、位置を示
す情報であり、例えば、緯度及び経度によって位置を表す。なお、位置情報は、住所（地
番、住居表示など）によって位置を表すものであってもよい。
【００２２】
　図３は、キーワード通知装置３００のハードウェア構成を示すブロック図である。キー
ワード通知装置３００は、図３に示すように、制御部３１０と、記憶部３２０と、通信部
３３０とを備える。制御部３１０は、キーワード通知装置３００の各部の動作を制御する
手段である。制御部３１０は、演算処理装置や記憶手段を備え、プログラムを実行するこ
とによってさまざまな処理を実行する。記憶部３２０は、ハードディスク等の記憶手段を
備え、制御部３１０が処理を実行するときに用いるデータを記憶する。記憶部３２０が記
憶するデータには、ユーザ情報、履歴情報及びキーワードデータベース（以下「キーワー
ドＤＢ」という。）が含まれる。通信部３３０は、ネットワーク９００に接続するための
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手段であり、サーバ装置１００やユーザ端末２００とデータの送受信を行う。
【００２３】
　ユーザ情報は、ユーザ端末２００のユーザが属するグループをユーザ毎に記録したデー
タである。すなわち、ユーザ情報は、どのユーザがどのグループに属しているかを表して
おり、ユーザの属性を示す属性情報の一例である。ユーザ情報は、ユーザを識別するため
の「ユーザＩＤ」と、グループを識別するための「グループＩＤ」とを対応付けたデータ
であり、この対応付けをユーザ毎に有している。ユーザＩＤ及びグループＩＤは、それぞ
れ、適当に定められた文字列や数字列である。グループＩＤは、例えば、サービスを利用
するときにアクセスするＷｅｂページのＵＲＬ（Uniform Resource Locator）や、サービ
スやコミュニティの名称などを含んでもよいが、これらに基づいて割り当てられた文字列
や数字列であってもよい。なお、各ユーザのユーザＩＤ及びグループＩＤの組み合わせは
、ユーザ端末２００のユーザとサーバ装置１００のいずれから提供されてもよい。キーワ
ード通知装置３００は、望ましくは、グループの変更（ユーザの増減など）がある毎にユ
ーザ情報を更新し、ユーザとグループの最新の対応関係を反映したユーザ情報を保持する
。
【００２４】
　履歴情報は、ユーザ端末２００のユーザが検索に用いたキーワードをユーザ毎に記録し
たデータである。すなわち、履歴情報は、どのユーザがどのようなキーワードで検索を実
行したかを表している。履歴情報は、「ユーザＩＤ」と、検索に用いた「キーワード」と
を少なくとも含み、これらを対応付けたデータである。なお、ユーザＩＤと対応付けて履
歴情報に記録されるキーワードは、複数のキーワードの組み合わせであってもよい。また
、履歴情報は、検索を実行した日時を示す情報や位置情報を含むことが望ましいが、これ
は必須ではない。
【００２５】
　キーワードＤＢは、ユーザ端末２００のユーザに提示されるキーワードをユーザ毎に記
録したデータである。キーワードＤＢに記録されるキーワードには、リコメンド用のもの
とサジェスト用のものとがある。サジェスト用のキーワード（第２キーワード）は、ユー
ザが入力したキーワード（第１キーワード）と組み合わせて用いられるキーワードである
。キーワードＤＢは、第２キーワードだけでなく、第１キーワードを第２キーワードとと
もに記録してもよい。
　なお、キーワードＤＢは、ユーザに提示されるキーワードを（ユーザ毎ではなく）グル
ープ毎に記録したデータとしてもよい。
【００２６】
　図４は、キーワード通知装置３００の機能的構成を示す機能ブロック図である。キーワ
ード通知装置３００の制御部３１０は、所定のプログラムを実行することによって、第１
特定部３１１、抽出部３１２、出力部３１３、第２特定部３１４、選択部３１５及び通知
部３１６に相当する機能を実現する。また、記憶部３２０は、ユーザ情報３２１、履歴情
報３２２及びキーワードＤＢ３２３を含んで構成される。
【００２７】
　図４に示す制御部３１０の各部のうち、第１特定部３１１、抽出部３１２及び出力部３
１３は、ユーザに適したキーワードを選定する機能（以下「キーワード選定機能」という
。）を実現するものである。一方、第２特定部３１４、選択部３１５及び通知部３１６は
、キーワード選定機能によって選定されたキーワードをユーザに通知する機能（以下「キ
ーワード通知機能」という。）を実現するものである。
【００２８】
　第１特定部３１１は、ユーザ情報３２１を用いて、ユーザとそのユーザが属するグルー
プとを特定する。第１特定部３１１により特定されるユーザのことを、以下においては「
特定ユーザ」といい、その他のユーザと区別する。特定ユーザは、キーワードの通知対象
のユーザである。
【００２９】
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　抽出部３１２は、履歴情報３２２を用いて、第１特定部３１１により特定されたグルー
プにおいて、特定ユーザ以外の他のユーザがコンテンツの検索に用いたキーワードを抽出
する。すなわち、抽出部３１２は、特定ユーザが属するグループ内のユーザが検索に用い
たことがあるキーワードを抽出する。抽出部３１２が抽出するキーワードは、特定ユーザ
以外の他のユーザが検索に用いたキーワードの全部であってもよいが、その一部であって
もよい。例えば、抽出部３１２は、他のユーザが検索に用いたキーワードのうち、その使
用頻度が多いものを選択的に抽出してもよいし、最近使用されたものを優先的に抽出して
もよい。また、抽出部３１２は、使用頻度や使用された日時や位置情報を含むさまざまな
パラメータを複合的に用いて所定数のキーワードを選択的に抽出してもよいし、抽出した
キーワードに順位付けを行ってもよい。なお、抽出部３１２は、リコメンド用のキーワー
ドとサジェスト用のキーワードの双方を抽出可能である。
【００３０】
　なお、抽出部３１２は、特定のグループに属するユーザがコンテンツの検索に用いたキ
ーワードを抽出するためのものである。ゆえに、抽出部３１２は、キーワードの抽出に際
し、特定ユーザの履歴情報３２２を除外せずに用いてもよい。すなわち、抽出部３１２は
、キーワードの抽出に際し、特定のグループに属するユーザのうち特定ユーザ以外の他の
ユーザの履歴情報３２２を少なくとも用いればよく、特定ユーザの履歴情報３２２につい
ては、これを用いても用いなくても構わない。ただし、特定ユーザの履歴情報３２２を除
外した場合には、ここでいう「他のユーザ」の構成が変化するため、抽出部３１２により
抽出されるキーワードが特定ユーザ毎に異なり得る。
【００３１】
　出力部３１３は、抽出部３１２により抽出されたキーワード（すなわち、特定ユーザが
属するグループに属するユーザがコンテンツの検索に用いたキーワード）を特定ユーザに
通知するために出力する。本実施形態において、出力部３１３の出力先は、キーワードＤ
Ｂ３２３である。この場合、出力部３１３は、特定ユーザに通知するためのキーワードを
、当該特定ユーザのユーザＩＤ及びグループＩＤと対応付けて出力する。キーワードＤＢ
３２３は、かかるキーワードとユーザＩＤ及びグループＩＤとを対応付けて記憶する。
【００３２】
　なお、抽出部３１２による抽出において特定ユーザの履歴情報３２２を除外しない場合
には、抽出部３１２により抽出されるキーワードは特定ユーザが誰であるかによらず同一
のものとなる。そこで、このような場合のキーワードＤＢは、ユーザＩＤを含まずに、キ
ーワードとグループＩＤとを対応付けて記憶したものであれば足りる。
【００３３】
　第２特定部３１４は、キーワードを提示すべきユーザを特定する。選択部３１５は、キ
ーワードＤＢ３２３に記憶されているキーワードから、第２特定部３１４により特定され
たユーザに対応付けられたキーワードを選択し、これを取得する。通知部３１６は、第２
特定部３１４により特定されたユーザに対して、選択部３１５が選択したキーワードを通
知する。
【００３４】
　なお、通知部３１６によるキーワードの通知は、ユーザが検索を実行するタイミングに
合わせて行われるが、キーワードの提示方法によって詳細が異なり得る。通知部３１６は
、キーワードをリコメンドする場合には、メイン画面を表示するタイミングに合わせてキ
ーワードを通知する一方、キーワード（第２キーワード）をサジェストする場合には、第
１キーワードを入力してからユーザが検索を実際に実行するまでに第２キーワードを通知
する。
【００３５】
　情報処理システム１０の構成は、以上のとおりである。この構成のもと、情報処理シス
テム１０においては、各ユーザがユーザ端末２００を介していずれかのサービスを利用す
るとともに、メイン画面を用いてコンテンツの検索を実行する。また、キーワード通知装
置３００は、各ユーザが検索に用いてキーワードを検索履歴として取得し、履歴情報を生
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成及び更新する。なお、メイン画面は、ここではユーザ端末２００が使用する移動体通信
網を運営している通信事業者（通信キャリア）が提供するものであるとするが、いわゆる
ポータルサイトのトップページなど、他の事業者が提供するものであってもよい。
【００３６】
　図５は、メイン画面の一例を示す図である。この例において、メイン画面には、テキス
トボックスＴ１、検索ボタンＢ１及び複数のリンクＬ１、Ｌ２、Ｌ３…が配置されている
。テキストボックスＴ１は、検索に用いるキーワードを入力するためのＧＵＩ（Graphica
l User Interface）の部品要素（ウィジェット又はツールキットともいう。）である。検
索ボタンＢ１は、テキストボックスＴ１に入力されたキーワードを含む検索クエリを送信
するための部品要素である。
【００３７】
　リンクＬ１は、リコメンドによって提示されるキーワードに相当するハイパーリンクで
ある。リンクＬ１をクリック等の操作によって選択すると、リンクＬ１が表すキーワード
をテキストボックスＴ１に入力してから検索ボタンＢ１を選択したのと同等の作用が生じ
る。つまり、ユーザは、リンクＬ１を用いた場合、キーワードの入力等の操作を省くこと
ができる。なお、リコメンドによって提示されるキーワードは、ここでは１語のみ図示さ
れているが、複数あってもよい。
【００３８】
　リンクＬ２、Ｌ３…は、所定のコンテンツにアクセスするためのハイパーリンクである
。これらのリンクは、サーバ装置１００が提供するサービスを利用するためのＷｅｂペー
ジ（例えばサービスへのログイン画面）にアクセスするためのものを含み得るが、メイン
画面を提供する通信事業者が適当に定めたものであればどのコンテンツへのリンクであっ
てもよいし、さらには、ユーザが定めたいわゆるブックマークなどを含んでもよい。
【００３９】
　キーワード通知装置３００は、このようなメイン画面をユーザに応じて生成する。すな
わち、キーワード通知装置３００は、メイン画面の表示を要求してきたユーザを特定し、
特定したユーザに応じたキーワードをリンクＬ１として埋め込んだメイン画面をユーザ端
末２００に表示させる。このとき、キーワード通知装置３００は、メイン画面の表示を要
求してきたユーザに対応するキーワードがキーワードＤＢに既に記録されていれば、上述
したキーワード通知機能のみを用いて、キーワードＤＢからキーワードを選択してこれを
通知することができる。一方、かかるキーワードがキーワードＤＢに記録されていない場
合には、キーワード通知装置３００は、メイン画面の表示を要求してきたユーザに応じた
キーワードを抽出し、これをメイン画面に埋め込んだ態様で通知する。
【００４０】
　ユーザは、メイン画面を用いてコンテンツを検索する場合に、リンクＬ１、すなわちキ
ーワード通知装置３００によりリコメンドされたキーワードを利用することができる。リ
ンクＬ１を利用することで、ユーザは、キーワードの入力を省略したり、あるいは自分で
は思い付かなかったキーワードを検索に利用したりすることが可能になる。
【００４１】
　また、ユーザは、テキストボックスＴ１にキーワードを直接入力することも可能である
。このようにしてキーワードを入力した場合において、このキーワード（すなわち第１キ
ーワード）に対応する第２キーワードの組み合わせがキーワードＤＢに記録されていれば
、ユーザ端末２００は、サジェスト機能を発動させ、第２キーワードを第１キーワードと
ともに表示する。ユーザ端末２００は、第２キーワードが複数ある場合であれば、プルダ
ウンメニュー等によってキーワードの組み合わせを複数表示し、ユーザにいずれか１つの
組み合わせを選択させるようにしてもよい。
【００４２】
　なお、ユーザ端末２００は、第２キーワードをあらかじめ（すなわちメイン画面の表示
時に）取得している必要はない。例えば、ユーザ端末２００は、第１キーワードが入力さ
れたら、Ajaxのような非同期通信を利用した方法によって当該第１キーワードに対応する
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第２キーワードをキーワード通知装置３００から取得すれば、ユーザが検索を実行するタ
イミングに合わせて第２キーワードを通知することが可能である。なお、第２キーワード
を提示する場合における「ユーザが検索を実行するタイミング」とは、ユーザが第１キー
ワードを入力してから検索クエリが送信されるまでの間のいずれかの時点のことである。
【００４３】
　図６は、キーワード通知装置３００によるキーワード選定機能の一例を示すフローチャ
ートである。キーワード通知装置３００は、全グループの全ユーザについてまとめてキー
ワードを選定するときには、図６に示すような処理を実行する。ただし、キーワード通知
装置３００は、この例に限らず、キーワードの選定を特定のグループのみ（又は特定のユ
ーザのみ）について個別に実行してもよい。例えば、キーワード通知装置３００は、特定
のユーザから要求があったタイミングで当該ユーザに応じたキーワードを選定したり、特
定のグループの代表者や管理者から要求があったタイミングで当該グループの各ユーザに
応じたキーワードをそれぞれ選定したりしてもよいし、このような動作を所定のタイミン
グ（例えば、月に１回など）で繰り返してもよい。
【００４４】
　図６に示す処理は、具体的には以下のとおりである。まず、キーワード通知装置３００
の制御部３１０は、キーワードの選定を行うべき複数のグループのうち、適当な一のグル
ープを特定する（ステップＳ１）。また、制御部３１０は、ステップＳ１において特定さ
れたグループに属するユーザから適当な一のユーザ（特定ユーザ）を特定する（ステップ
Ｓ２）。例えば、制御部３１０は、ステップＳ１及びＳ２の処理を、ユーザＩＤやグルー
プＩＤに応じた順番で行う。
【００４５】
　次に、制御部３１０は、ステップＳ１及びＳ２の処理によって特定された特定ユーザに
対応するキーワードを抽出する（ステップＳ３）。より詳細には、制御部３１０は、ステ
ップＳ１において特定されたグループに属する特定ユーザ以外の他のユーザが検索に用い
たことがあるキーワードの全部又は一部を抽出する。そして、制御部３１０は、ステップ
Ｓ３において抽出されたキーワードを、特定ユーザと対応付けてキーワードＤＢに記録す
る（ステップＳ４）。
【００４６】
　制御部３１０は、キーワードを記録すると、ステップＳ１において特定されたグループ
に属するユーザにキーワードが未選定のユーザがいないか判断し（ステップＳ５）、かか
るユーザが存在すれば、当該ユーザについてステップＳ２～Ｓ４の処理を繰り返す。また
、制御部３１０は、キーワードが未選定のユーザが存在しなければ、続いてキーワードが
未選定のグループがないか判断し（ステップＳ６）、かかるグループが存在すれば、当該
グループについてステップＳ１～Ｓ５の処理を繰り返す。このような処理を繰り返し、全
グループの全ユーザについてキーワードを記録したら、制御部３１０は、本処理を終了す
る。
【００４７】
　なお、サジェスト用のキーワード（第２キーワード）も、図６の例と同様の手順で抽出
及び記録が可能である。いずれのキーワードを第１キーワードとし、第２キーワードを選
定するか（すなわち、いずれのキーワードを組み合わせて用いられるキーワードとするか
）については、例えば、同じ組み合わせで検索に用いられたことが所定の回数以上あるキ
ーワードを選定対象とすればよい。
【００４８】
　以上のとおり、情報処理システム１０によれば、各ユーザがメイン画面にアクセスする
ことによって、それぞれのユーザに応じたキーワードの提示を受けることが可能である。
それぞれのユーザに提示されるキーワードは、各ユーザが属しているグループの他のユー
ザが実際に検索に用いたことがあるキーワードであるため、（グループを限定することな
く）無作為に選ばれたキーワードに比べ、ユーザにとって有益である可能性が高いもので
あるといえる。
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【００４９】
　また、情報処理システム１０によれば、サジェスト機能を用いることにより、検索結果
の絞り込みの態様をユーザに応じて変えることが可能である。例えば、第１キーワードと
して「東京」というキーワードを用いた場合において、グルメ情報を提供するサービスの
会員（すなわち、グルメに興味があるユーザ）であれば、東京にあるレストランの名称な
どが第２キーワードとして提示されやすくなる一方、映画に関するオンラインコミュニテ
ィに属しているユーザであれば、東京で上映されている映画の作品名や東京にある映画館
の名称などが第２キーワードとして提示されやすくなるようにすることも可能である。
【００５０】
　なお、キーワードの提示は、上述したメイン画面以外の画面において行われてもよい。
例えば、メイン画面において検索を実行した後に、その検索結果を表示するための画面が
ユーザ端末２００に表示される場合であれば、かかる画面にテキストボックスＴ１や検索
ボタンＢ１と同様の部品要素を配置するとともに、これらの近傍にキーワードが表示され
るようにすることも可能である。
【００５１】
［第２実施形態］
　上述した第１実施形態は、あらかじめユーザがグループに分類されている場合の例であ
る。一方、以下に説明する第２実施形態は、ユーザの属するグループがあらかじめ決めら
れておらず、それぞれのユーザがそのときの状況に応じたグループに分類される場合の例
である。
【００５２】
　本実施形態においては、履歴情報が属性情報としても用いられる。すなわち、本実施形
態においては、各ユーザが検索に用いたキーワードによってユーザが特徴付けられ、この
特徴に応じたグループに分類される。
　なお、本実施形態の説明において、第１実施形態と共通する部分は、その説明が適宜省
略される。また、以下において、第１実施形態と同一の符号を付して説明する構成要素は
、第１実施形態において既に説明したものと同様の構成や機能を有するものとする。
【００５３】
　図７は、キーワード通知装置３００の機能的構成を示す機能ブロック図である。キーワ
ード通知装置３００は、本実施形態においては分類部３１７に相当する機能を実現する点
が第１実施形態（図４参照）と異なる。なお、キーワード通知装置３００は、分類部３１
７をプログラムによって実現するため、そのハードウェア構成は第１実施形態（図２）と
相違しない。
【００５４】
　分類部３１７は、履歴情報３２２、すなわちユーザがコンテンツの検索に用いたキーワ
ードに基づいてユーザを分類する。分類部３１７は、同一のキーワードを検索に用いてい
るような、検索の傾向が類似しているユーザ同士を同一のグループに分類する。例えば、
分類部３１７は、複数の単語をいくつかのカテゴリにあらかじめ分類しておき、所定のカ
テゴリに分類された単語をキーワードとして使用した頻度に基づいてユーザを分類するこ
とが可能である。この場合において、同一のグループに属するユーザは、同一のカテゴリ
に分類されるキーワードを検索に用いていれば足り、必ずしも同一のキーワードを検索に
用いていなくてもよい。なお、分類部３１７は、ユーザがコンテンツの検索に用いたキー
ワードの一部（例えば、最近使用したもの）のみを参照してユーザの分類を行ってもよい
。また、分類部３１７は、同一のユーザを複数のグループに分類してもよい。
【００５５】
　分類部３１７による分類は、あらかじめ決められたタイミングで行われてもよいが、ユ
ーザ（特定ユーザ）の履歴情報が更新されると行われ、特定ユーザの属するグループが当
該ユーザの検索結果に応じて変更され得るようになっていると、より望ましい。このよう
にすれば、ユーザが直近に実行した検索に応じてグループを変えることが可能である。
【００５６】
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　また、分類部３１７は、このような分類結果に基づき、ユーザ情報、すなわちどのユー
ザがどのグループに属するかを記録する。さらに、分類部３１７は、ユーザとグループの
対応関係が変更されると、その変更に応じてユーザ情報を更新する。つまり、本実施形態
において、ユーザ情報は、第１実施形態のようにあらかじめ記憶されている必要はなく、
ユーザによるコンテンツの検索に応じて事後的に生成されればよいものである。
【００５７】
　なお、本実施形態の動作は、分類部３１７による分類が行われる点を除けば、第１実施
形態と同様である。ただし、本実施形態においては、グループを構成するユーザが第１実
施形態よりも変わりやすい場合には、全グループ・全ユーザについてまとめてキーワード
の選定を行うのではなく、グループを構成するユーザが変わった場合に、当該グループの
みについてキーワードの選定を改めて行う方が望ましいこともある。
【００５８】
　また、本実施形態においては、ユーザがどのようなグループに分類されているのかをユ
ーザ自身に知らしめるように、これをキーワードとともに提示することも望ましい。
　図８は、グループ及びキーワードの提示例を示す図である。同図においては、ユーザが
「グルメ」というカテゴリ（すなわち、グルメに興味があると推測されるグループ）に分
類されている場合が例示されている。この場合、リンクＬ１の文字列は、頻繁に検索され
ているレストランや食材の名称などになる。なお、グループの名称（図中の「」内の文字
列）は、ユーザ毎に異なり得る。
【００５９】
［変形例］
　上述した実施形態は、いずれも本発明の実施の一例である。本発明は、例えば、以下に
示す変形例に従った実施も可能である。なお、これらの変形例は、必要に応じて、適宜組
み合わせて実施されてもよい。
【００６０】
（変形例１）
　ユーザの分類は、他の情報を用いて行われてもよい。例えば、ユーザ端末２００にユー
ザの年齢、性別、趣味などといった情報が記憶されている場合には、このような情報を属
性情報として用いてユーザの分類が行われてもよい。また、キーワード通知装置３００は
、各ユーザのアドレス帳の情報を取得し、お互いに登録し合っているユーザ同士を同一の
グループに分類してもよい。あるいは、キーワード通知装置３００は、測位部２６０によ
り取得される位置情報を用いて、各ユーザ端末２００の位置に基づいてユーザを分類する
ことも可能である。
【００６１】
　なお、ユーザの分類は、上述した実施形態に示したものと本例に示したものとを組み合
わせ、より細分化されたものにすることも可能である。例えば、ユーザは、まずは利用中
のサービスによって分類された上で、さらに年齢や性別によってより細かく分類されても
よい。つまり、キーワード通知装置３００は、複数の異なる属性情報を組み合わせて用い
てユーザを分類してもよいということである。
【００６２】
（変形例２）
　本発明に係るキーワード選定装置は、上述したキーワード選定機能を少なくとも有する
ものであれば足り、上述したキーワード通知機能を有しないものであってもよい。この場
合、キーワード選定装置は、ユーザに応じたキーワードを選定し、これをキーワードＤＢ
に出力するものに相当する。例えば、本発明の構成は、キーワード選定機能を実現する装
置（キーワード選定装置）とキーワード通知機能を実現する装置（キーワード通知装置）
とを別体に設けたものであってもよい。また、このような場合には、キーワードＤＢをキ
ーワード選定装置及びキーワード通知装置のいずれとも異なる記憶装置によって構成する
ことも可能である。さらに、本発明は、キーワード通知装置を有さずに、ユーザ端末がキ
ーワードＤＢから直接キーワードを取得する構成であってもよい。
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（変形例３）
　本発明において、提示とは、ユーザにわかるような態様で物事を示すことをいう。本発
明における提示の態様は、表示、すなわち視覚的に知らせるものに限らず、音声によって
聴覚的に知らせるものなどを含み得る。
【００６４】
（変形例４）
　本発明は、キーワード選定装置やキーワード通知装置、さらにはこれらを含んだシステ
ムのいずれによっても実施され得るものである。また、本発明は、キーワードをユーザ（
特定ユーザ）に提示するための方法や、コンピュータをキーワード選定装置やキーワード
通知装置として機能させるためのプログラムといった形態でも実施が可能である。さらに
、かかるプログラムは、光ディスク等の記録媒体に記録した形態で提供されたり、インタ
ーネット等のネットワークを介して、コンピュータにダウンロードさせ、これをインスト
ールして利用可能にするなどの形態で提供されたりすることが可能である。
【符号の説明】
【００６５】
１０…情報処理システム、１００…サーバ装置、２００…ユーザ端末、２１０…制御部、
２２０…記憶部、２３０…通信部、２４０…表示部、２５０…操作部、２６０…測位部、
３００…キーワード通知装置、３１０…制御部、３２０…記憶部、３３０…通信部、３１
１…第１特定部、３１２…抽出部、３１３…出力部、３１４…第２特定部、３１５…選択
部、３１６…通知部、３１７…分類部
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